
納税通知書の宛名または納付書に記
載の納税者氏名を記入してください

R８ ４

記入例
（お手続き①の場合）

1234567
9876543

相続人
〇〇 〇〇

お手続きをされた方
（相続人様）のお名
前を余白に記入して
ください

〇

共有名義の固定資産もある場合は○をつけて、該当の納税通知
書番号を上部の「納税通知書番号欄」に記入してください

〇

納税通知書または納
付書に記載の「納税
通知書番号」を必ず
記入してください

納税義務者等が亡くなられた場合の口座振替について

ー 固定資産税 ・ 軽自動車税 ー

＜問合せ先＞ 豊岡市役所税務課収税係 TEL：0796-23-1118

！ お手続き②をされないと口座振替が継続されません

今後も口座振替による納付を希望される場合は、以下のお手続きが必要です。

相続登記等により所有者の変更をされた後も口座振替による納付を希望される場合は、以下の

とおり ２回 金融機関でのお手続きが必要となります。

お手続き

①

すでに口座振替をご利用いただいており、亡くなられた方が振替口座の

名義人となっているとき ／ 新たに口座振替を始めたいとき

⇒振替口座の変更の手続きまたは口座振替の新規申込みをしてください。

＊以下に口座振替依頼書の記入例あり

⇒翌年度の納税義務者（納税通知書番号）が変更となるため、変更後の所有

者を納税義務者として新たに口座振替の手続きをしてください。

相続発生後、賦課期日（固定資産税：１月１日、軽自動車税：４月１日）

までに相続登記、名義変更等により所有者が変更となったとき

所有者の変更が完了するまでは納付書で納付いただき、相続完了後に

お手続き②をしていただくと手続きを１回で済ませることができます

お手続き

②
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